
第 ７ 回 「 釜 ヶ 崎 講 座 学 習 会 」  

「 改 正 」 生 活 保 護 法 と  

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 の 問 題 点 は ？  

 昨 年 １ ２ 月「 生 活 保 護 法 」改 正 法 案（ 以 下「 改 正 」と 略 す ）お よ び「 生

活 困 窮 者 自 立 支 援 法 案 （ 以 下 「 新 法 」 と 略 す ） が 国 会 に て 可 決 成 立 し ま

し た 。生 活 保 護 は 昨 年 基 準 が 次 々 に 切 り 下 げ ら れ 、「 改 正 」に つ い て は 多

く の 反 対 に も か か わ ら ず 可 決 さ れ ま し た 。 私 た ち も 「 生 活 保 護 問 題 対 策

全 国 会 議 」 の 緊 急 署 名 活 動 に 協 力 し な が ら 反 対 を し て ま い り ま し た 。 今

回 の 改 悪 は 、 日 本 の 社 会 保 障 制 度 の 中 で も 最 大 の 改 悪 と も い え ま す 。 一

方「 新 法 」は 十 分 な 議 論 が な さ れ な い 中 で 、二 法 一 括 で 可 決 さ れ ま し た 。  

 生 活 保 護 の 手 前 に 新 し い 支 援 制 度 を 作 る も の と し て 、 ２ ０ １ ５ 年 実 施

に 向 け 、 す で に 「 モ デ ル 事 業 」 が 開 始 さ れ て い ま す 。 私 た ち は 問 題 点 を

抱 え る「 改 正 」「 新 法 」の 見 直 し を 求 め る と と も に 、法 が 施 行 さ れ て い く

過 程 に 、 更 な る 論 議 と 意 見 の 提 出 、 モ デ ル 事 業 へ の 参 画 と 検 証 や 提 言 等

が 必 要 と 考 え ま す 。 改 め て 、「 改 正 」「 新 法 」 の 問 題 点 を 、 し っ か り と 整

理 、 学 習 し 真 の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト の 確 立 へ 向 け 、 取 り 組 ん で い く 必 要 が

あ る と 考 え ま す 。 こ の 間 「 対 策 会 議 」 で 積 極 的 な 提 言 を さ れ 、 新 宿 を 中

心 に 、全 都 で 自 立 支 援 の 取 り 組 み を さ れ て こ ら れ た 、「 NPO 法 人 自 立 生 活

サ ポ ー ト セ ン タ ー ・ も や い 」 の 理 事 長 稲 葉 剛 さ ん を 招 い て 、 学 習 会 を 開

催 い た し ま す 。 皆 さ ん の ご 参 加 、 お 待 ち し て お り ま す 。  

 

日 時   ２ ０ １ ４ 年 ３ 月 ２ ２ 日 （ 土 ）  午 後 ６ 時 半 開 始   
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